
私
は
参
議
院
の
国
会

対
策
委
員
会
（
国
対
）

の
副
委
員
長
に
就
任
し

ま
し
た
。
担
当
す
る
の

は
農
林
水
産
と
選
挙
制

度
で
す
。
農
林
水
産
省

が
提
出
す
る
法
案
な
ど

の
国
会
審
議
に
責
任
を

持
ち
ま
す
。

一
月
三
〇
日
の
参
院

本
会
議
で
は
補
正
予
算

と
と
も
に
、
ア
フ
リ
カ

豚
コ
レ
ラ
（
Ａ
Ｓ
Ｆ
）

が
国
内
で
発
生
し
た
場

合
に
予
防
的
に
殺
処
分

す
る
こ
と
を
可
能
に
す

る
改
正
家
畜
伝
染
病
予

防
法
（
家
伝
法
）
も
成

立
し
ま
し
た
。
こ
の
改

正
法
に
よ
り
「
豚
コ
レ

ラ
」
の
名
称
が
「
豚
熱

（
ぶ
た
ね
つ
）
」
に
変

更
さ
れ
ま
す
。

中
国
な
ど
ア
ジ
ア
の

他
国
で
は
ア
フ
リ
カ
豚

熱
が
広
が
っ
て
い
ま
す

が
、
有
効
な
ワ
ク
チ
ン

は
あ
り
ま
せ
ん
。
家
伝

法
の
改
正
に
よ
り
、
日

本
国
内
で
発
生
し
た
場

合
に
拡
大
を
阻
止
す
る

た
め
、
発
生
が
確
認
さ

れ
て
い
な
い
農
場
で
の

予
防
的
殺
処
分
を
可
能

に
し
ま
す
。

た
だ
、
家
畜
の
移
動

制
限
な
ど
通
常
の
措
置

で
は
感
染
拡
大
を
防
げ

な
い
場
合
に
限
っ
て
予

防
的
殺
処
分
を
認
め
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

中
国
や
韓
国
で
の
感
染

で
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て

い
る
た
め
、
党
派
を
超

え
た
議
員
立
法
で
対
応

し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
は
予
防
的

殺
処
分
は
口
蹄
疫
だ
け

で
可
能
で
し
た
。

二
〇
年
度
本
予
算
案

が
成
立
し
た
後
、
豚
肉

を
海
外
か
ら
違
法
に
持

ち
込
ん
だ
場
合
の
罰
金

を
引
き
上
げ
る
な
ど
を

内
容
と
す
る
家
伝
法
の

再
改
正
を
予
定
し
て
い

ま
す
。

自
民
党
の
「
公
務
員

制
度
改
革
チ
ー
ム
」
の

事
務
局
長
を
務
め
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
政

府
は
国
家
公
務
員
の
定

年
を
段
階
的
に
六
十
五

歳
に
引
き
上
げ
る
法
改

正
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

政
府
の
「
骨
太
の
方

針
」
は
定
年
延
長
と
と

も
に
、
公
務
員
制
度
改

革
の
徹
底
を
明
記
し
て

い
ま
す
。

定
年
延
長
は
地
方
公

務
員
も
連
動
し
ま
す
。

能
力
実
績
に
基
づ
い
た

人
事
評
価
や
昇
進
な
ど
、

公
務
員
の
能
力
を
最
大

限
発
揮
で
き
る
体
制
を

つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。
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補
正
四
・
五
兆
円
が
成
立

一
月
三
十
日
の
参
議
院
本
会
議
で
二
〇
一
九
年
度
補

正
予
算
（
約
四
兆
五
千
億
円
）
が
可
決
、
成
立
し
ま
し

た
。
こ
の
補
正
予
算
に
は
昨
年
八
月
の
佐
賀
豪
雨
を
含

め
た
災
害
か
ら
の
復
旧
・
復
興
費
や
中
小
・
小
規
模
企

業
の
生
産
性
向
上
へ
の
対
応
策
、
農
林
水
産
業
の
輸
出

支
援
策
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
後
は
二
〇
年
度

本
予
算
案
の
審
議
、
各
法
案
の
審
議
と
続
き
ま
す
。

１月２１日に天皇陛下に鴨猟にお招きいただきま

した。

宮内庁が管理している鴨場は、埼玉県越谷市の

「埼玉鴨場」と千葉県市川市の「新浜鴨場」の２カ

所があります。どちらも約１万２千平方メートルの

元溜（もとだまり）と呼ばれる池があり、マガモな

ど１万羽以上の渡り鳥が飛来します。

私は埼玉鴨場にお招きいただきました。

江戸時代までは鷹を放って鴨を獲っていたそうで

すが、明治以降は『叉手網(さてあみ)』という大き

な網を使って、鴨を傷付けずに捕まえる技法が取ら

れています。

飼い慣らされたアヒルがおとりとなって野生のカ

モたちを細い溝に誘き入れ、驚いて飛び立つカモを

網で捕まえるというやり方をします。

私も何とか１羽捕まえることができました。

鴨猟は環境省の生態系調査も兼ねていて、捕まえた鴨は種類や大きさなどを記

録した上で、足に標識を付けて、すべて再び野生に放ちます。

宮内庁の鴨場で捕獲されたカモは、北中米やロシア、ウクライナ、フィリピン

などまで渡っていることが確認されています。

こうした日本の伝統行事はこれからも守っていかなければいけないと思います。

鴨猟を体験

公
務
員
制
度
見
直
し


